
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１７６号 

事故等種類 ウェィクボーダー負傷 

発生日時 平成２１年５月３日（日・祝） １４時１０分ごろ 

発生場所 愛知県常滑市 苅屋港南防波堤灯台から真方位１４４°１,１５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５０.７′ 東経１３６°５１.８′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所））を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 S T X
エスティーエックス

１２００－R、０.１トン Ａ 水上オートバイ 

 船舶番号、船舶所有者等  ２４０－５６３８１愛知、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ PEACE
ピ ー ス

Ⅱ、０.１トン 

   ２４０－５８６６４愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、特殊小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ 負傷 １人（ウェィクボーダー） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ ウェィクボード破損 

Ｂ 右舷外板擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、常滑市大谷海岸において、約１５～２０ｍ沖から砂浜に戻るた

め約２０～３０㎞/h の速力でウェィクボーダーが乗ったウェィクボードを

えい
．．

航中、砂浜の近くで右に旋回したところ、ウェィクボードが左に大き

く振れ回り、平成２１年５月３日１４時１０分ごろ、無人で錨泊していた

Ｂ船にウェィクボーダーが衝突し、頭部挫創等を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２ 

 船長Ａは、ウェィクボードをえい
．．

航した経験が豊富だったので、水上オ

ートバイが旋回したときにウェィクボードがどのような動きをするかを承

知していた。 

 その他の事項 

船長Ａは、ウェィクボードをえい
．．

航中、砂浜の近くに無人で錨泊してい

るＢ船を確認していた。 

 船長Ａは、ウェィクボードを砂浜の近くまでえい
．．

航すれば、ウェィクボ

ーダーが自ら判断して、握っているバーを放すものと思っていた。 

 ウェィクボーダーは、本事故当日が２回目の体験であった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 
判明した事項の解析  Ａ船は、大谷海岸においてウェィクボーダーが

乗ったウェィクボードをえい
．．

航中、Ｂ船の近くで

旋回したものと考えられる。 

 船長Ａは、ウェィクボードを砂浜の近くまでえ
．

 



 

い
．
航すれば、ウェィクボーダーが自ら判断して、

握っているバーを放して離脱するものと思い込ん

でいた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が大谷海岸において、ウェィクボーダーが乗ったウェィ

クボードをえい
．．

航中、Ｂ船の近くで旋回したため、ウェィクボーダーがＢ

船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




